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▼
受
付
試
験

⑴ 

事
務
職
・
保
育
職
（
受
付
面
接
お
よ
び
書
類

選
考
）　

平
成
29
年
９
月
５
日
㈫
～
９
日
㈯

⑵ 

技
術
職
（
書
類
選
考
）　

平
成
29
年
９
月
５

日
㈫
～
９
日
㈯

▼
面
接
試
験
、
集
団
討
論
、
筆
記
試
験
お
よ
び

実
技
試
験
（
受
付
試
験
合
格
者
）

【
10
月
12
・
13
日
】
面
接
試
験
、集
団
討
論
（
保

育
職
除
く
）

【
10
月
15
日
】
適
性
検
査
、事
務
適
性
検
査
（
保

育
職
除
く
）、
教
養
試
験
（
事
務
職
の
み
（
経

験
者
除
く
））、
専
門
試
験
（
保
育
職
の
み
（
任

期
付
除
く
））、
作
文
試
験
（
保
育
職
の
み
）

【
10
月
中
旬
～
下
旬
】
実
技
試
験
（
保
育
職
の

み
（
任
期
付
除
く
））

▼
職
種
・
採
用
人
数
・
受
験
資
格
等

左
表
参
照

※�

①
一
般
職
員
に
つ
い
て
は
、
平
成
29
年
６
月

か
ら
８
月
に
実
施
し
た
知
立
市
職
員
採
用
候

補
者
試
験
を
受
験
し
た
人
は
受
験
で
き
ま
せ

ん
。

▼
提
出
書
類　

①
受
験
申
込
書　

１
通
②
成
績

証
明
書　

１
通
③
卒
業
（
見
込
）
証
明
書　

１

通
④
保
育
士
証
の
写
し
ま
た
は
資
格
取
得
見
込

証
明
書　

１
通
（
保
育
職
の
み
）

※�
保
育
職
（
経
験
者
）
お
よ
び
任
期
付
受
験
者

は
、
②
③
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

※�

①
は
総
務
課
人
事
係
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
申
込
み

⑴
事
務
職
・
保
育
職
（
郵
送
不
可
）

　

平
成
29
年
９
月
５
日
㈫
～
９
日
㈯
の
午
前
９

時
～
11
時
、
午
後
２
時
～
４
時
30
分
ま
で
（
９

日
は
午
前
９
時
～
11
時
ま
で
の
受
付
の
み
）
に

総
務
課
人
事
係
へ
本
人
が
提
出
書
類
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。（
９
日
は
市
役
所
駐
車
場
北
側

現
業
棟
２
階　

第
８
会
議
室
で
受
付
）

⑵ 

技
術
職
（
郵
送
可
）

① 

持
参
の
場
合　

平
成
29
年
９
月
５
日
㈫
～
９

日
㈯
の
午
前
9
～
11
時
、
午
後
２
時
～
４
時

30
分
ま
で
（
９
日
は
午
前
９
時
～
11
時
ま
で

の
受
付
の
み
）
に
総
務
課
人
事
係
へ
本
人
が

提
出
書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。（
９
日

は
市
役
所
駐
車
場
北
側　

現
業
棟
２
階　

第

８
会
議
室
で
受
付
）

② 

郵
送
の
場
合　

平
成
29
年
９
月
８
日
㈮
ま
で

（
必
着
）
に
総
務
課
人
事
係
あ
て
郵
送
（
書

留
に
限
る
）
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

受
付
期
間
の
後
半
は
混
み
合
い
ま
す
の
で
、

な
る
べ
く
前
半
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
勤
務
条
件
等

⑴
給
与　

平
成
29
年
４
月
１
日
現
在
、
初
任
給

（
地
域
手
当
を
含
む
）

大
学
卒
：
20
万
３
千
280
円

短
大
・
高
専
卒
：
17
万
７
千
870
円

※
要
件
に
応
じ
て
各
種
手
当
が
あ
り
ま
す
。

※�

職
務
経
験
を
有
す
る
場
合
は
、
経
験
の
内
容

あ
る
い
は
期
間
に
応
じ
て
給
料
が
増
額
調
整

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑵ 

勤
務
時
間　

月
～
金
曜
日
の
午
前
8
時
30
分

～
午
後
5
時
15
分

※�

勤
務
場
所
に
よ
っ
て
は
異
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

⑶
休
日
等　

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始

※�

勤
務
場
所
に
よ
っ
て
は
異
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

⑶ 

休
暇　

年
次
休
暇
、
特
別
休
暇
等
の
制
度
が

あ
り
ま
す
。

▼
そ
の
他　

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の

採
用
候
補
者
試
験
要
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

総
務
課
人
事
係（
☎
（95）
０
１
４
３
）�

職種・採用人数・受験資格等
①一般職員

職種 学歴 採用
人数 受験資格等

事務職 大学

若干名

昭和62年4月2日以降に生まれた人
で、4年制大学を卒業した人または
平成30年3月までに卒業見込みの人

事務職
※自己PR方式

大学
（経験者）

昭和62年4月2日以降に生まれた人
で、4年制大学を卒業し、民間企業
等における職務経験が平成29年8月
末現在3年以上ある人。ただし、自
身の能力・特技・資格等を市役所業
務に活かせるとPRできる人に限る

技術職
（土木）
※自己PR方式

大学
高専

若干名

昭和62年4月2日以降に生まれた人
で、4年制大学または高等専門学校
の土木課程、建築課程または電気課
程を卒業した人または平成30年3月
までに卒業見込みの人。ただし、自
身の能力・特技・資格等を市役所業
務に活かせるとPRできる人に限る

技術職
（建築）
※自己PR方式

大学
高専

技術職
（電気）
※自己PR方式

大学
高専

保育職

大学
短大

若干名

平成2年4月2日以降に生まれた人
で、4年制大学または短期大学を卒
業した保育士の資格を有する人ま
たは平成30年3月までに卒業見込み
で、保育士の資格を取得見込みの人

経験者

昭和33年4月2日以降に生まれた人
で、保育士の資格を有し、保育所、
幼稚園または認定子ども園におい
て、保育士または幼稚園教諭として
の職務経験が平成29年8月末現在5
年以上あり、採用後その知識や経験
を活かし、保育園のクラスを受け持
つことができる人

②任期付職員（育児休業代替任期付職員）

職種 採用
人数 受験資格等

保育職
（任期付） 若干名

昭和33年4月2日以降に生まれた人で、保育
士の資格を有する人または平成30年3月まで
に取得見込みの人

平
成
30
年
4
月
採
用
（
二
次
募
集
）　

知
立
市
職
員
を
募
集
し
ま
す


